
 平成３１年２月１日現在

（１）沿革

1907年（明40）　　「ライ予防に関する件」制定（全国を５地区に分割、公立療養所を設置することとなる）

1909年（明42)　　大阪府主管による第三区連合府県立「外島保養院」として、大阪府西成郡川北村外島に設立（京都・大阪

・兵庫・奈良・和歌山・三重・福井・石川・富山・滋賀・岐阜・鳥取（２府10県）定床３００名

1918年（大７）　　入院者自治会発足（日本で初めてのハンセン病患者組織）

1931年（昭６）　　「ライ予防に関する法律」を改正「癩予防法」施行（在宅療養を認めず強制収容、絶対隔離の政策確立）

1931年（昭６）　　「国立療養所患者懲戒検束規定」施行（公立療養所には大正５年、所長に「懲戒検束権」が付与された）

1934年（昭９）　　室戸台風により外島保養院壊滅流失     患者173名、職員３名、職員家族11名死亡

生存者416名を各療養所に分散委託（６施設）

1938年（昭13）　名称を「光明園」と改め、長島の西端に復興

1941年（昭16）　国に移管され「邑久光明園」と改称

194８年（昭23）　プロミン治療始まる。（第１次26名、順次治療人員増加）

195１年（昭2６)　　全国ハンセン病療養所患者協議会（全患協）結成  （予防法改正運動）

195３年（昭2８)　　「らい予防法改正」施行

19５４年（昭2９)　　園内通貨「駒」廃止

1955年（昭30）　　病棟看護を患者作業から職員看護（看護師）に切替え

1962年（昭37）　　不自由者棟看護職員切替え始まる（以後、患者作業の職員切替えが昭和50年までに順次実施される）

1970年（昭45）　　長島架橋の運動が始まる

19８８年（昭６３）　　邑久長島大橋開通 　（５月９日）

1989年（平元）　　自治会80周年誌「風と海のなか」発刊

1991年 （平３）　　全患協「らい予防法改正」について厚生大臣に要請書提出

199５年 （平７）　　全患協「らい予防法改正」９項目の基本要求を決定

o  厚生省「らい予防法見直し検討委員会」を発足（７月）

1996年 （平８）　「らい予防法の廃止に関する法律」施行　（４月）

1998年  (平10)  　　らい予防法違憲国家賠償請求訴訟提訴（熊本地裁 ７月）

１９９９年  (平11）     らい予防法違憲国家賠償請求訴訟提訴（東京・岡山地裁）

２００１年  (平13）    国賠訴訟、熊本地裁において原告勝訴判決（５月１１日）

２００3年 (平15）  不自由者棟看護師三交替制となる

2005年（平17） ハンセン病問題に関する検証会議・最終報告書提出（3月）

2005年（平17） 天皇・皇后両陛下による行幸啓（10月23日）

2009年（平21） 「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」 ～ 4月1日施行

2009年（平21） 邑久光明園創立百周年記念誌「隔離から解放へ」－邑久光明園入所者百年の歩み－発刊

2010年（平22） 国立ハンセン病療養所における療養体制の充実に関する決議（衆議院平成21年７月・参議院平成22年５月全会一致）

201２年（平2４） 全療協臨時支部長会議に於いて国家公務員定員削減に対し実力行使（ハンガーストライキ・座り込み等）決議（７月）

201４年（平2６） 統一交渉団と厚生労働副大臣との間で国家公務員定員削減阻止に相当する「合意書」締結（８月）

（4）各種団体について

        ＜団体区分＞　 

（３）入所者の現況（平成３１年１月末）

　　  　o  趣味団体  ～  陶芸クラブ、手芸クラブ、書道クラブ、写真クラブ、カラオケ愛好会、盆栽会

　　　　　　　　　～  文芸活動　俳句、川柳、短歌

　　　① 入所者数　88名　　　　   ② 入所年数　50年以上～65名

　　　③ 平均年齢　86.2　　　　　④ 75才以上の入所者   96.7％

　　　◎ 開園以来の死亡者数　　3,217名　(1,774柱）

　　　   園内には宗教、身障、趣味等の各種団体が公認団体として自主的な活動をしている。

             o  宗教団体  ～  ７宗派が認められており、全入所者の94％が何れかの宗教団体に加入している。

　　 　 o  身障団体  ～  盲人会 

邑久光明園の概況と入所者の状況 

（２）規模

　　　o 病床数（医療法承認病床数）4１０床 

　　　o 職員数　22９名（定員総数）




